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１－２ 渡良瀬遊水地湿地保全・再生検討委員会 

グランドデザインをもとに、第２調節池を対象とした具体的な湿地環境の保

全・再生を進めるために、平成１４年６月に河川管理者をはじめ各分野の学識経

験者、関係市町の代表、地域の住民の代表からなる「渡良瀬遊水地湿地保全・再

生検討委員会」（以下「委員会」という。）が設置された。委員会では、その立場

や意見の違いを越えて、グランドデザインを具体化するための熱心な討議が繰り

返されてきた。 

平成１４年６月より１６年１２月までの間に４回の委員会が開催され、基本的

な調査方針や調査計画について討議がなされた。 

その後、学識経験者によるワーキンググループが１７年１１月より２０年２月

までの間に６回開催され、動植物（鳥類、昆虫、植物）の重要種補足調査や標高

調査（レーザー測量）、地下水位調査等の基礎データ収集、掘削等の実施に伴う

植生、動植物の生息・生育場（ハビタット）の変化予測、或いは現地植生再生実

験などについて詳細な検討が行われた。 

平成２０年７月より審議の場が委員会に戻され、平成２２年２月までの間に６

回の委員会が開催され、湿地保全・再生手法の検討、全体ゾーニングの設定、全

体掘削レイアウトなどについて幅広い討議が進められた。これらの会議に参加し

た委員を表1-1に示す。 

渡良瀬遊水地湿地保全・再生基本計画（以下「基本計画」という。）は、平成

１４年６月から平成２２年２月までの上記の検討結果をとりまとめたものであり

る。 

基本計画は、第２調節池を対象にとりまとめられたものであるが、その理念や

自然再生の手法等については、広く遊水地全域に活用していくことが望まれてい

る。 

 

なお、基本計画策定後、基本計画に沿って湿地再生を図ってきたが状況の変化

を踏まえ、基本計画の見直しが必要となったことから、平成30年11月に委員会を

開催し、基本計画の改定を行った。 

今後も、状況の変化が生じた場合には必要に応じて基本計画の見直しを行う。 
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２－２ 掘削による湿地の再生 

良好な池沼や湿地を増やし、増殖した外来種の対策を行うために、以下の項目

に配慮した掘削を行う。なお、第２調節池の地盤を掘り下げることにより、周辺

地域や利根川下流域に対する洪水調節機能が向上し、掘削土を利用した堤防強化

等が進められることになる。 

１）多様な水面の創出 

・水位とその変動の十分な予測の基に適切な規模と特性を持つ池沼を配置し

攪乱効果を高めると共に、多様な動植物の生息場を形成する 

・地下水を供給源とする池沼を配置し攪乱の少ない貧栄養状態のハビタット

を形成する 

２）良好な湿地環境の創出 

・乾燥化した地区に対して、地下水位近傍まで地盤を切り下げることにより

良好な湿地環境を形成する 

・土壌シードバンクの活用などにより、かつては生育していたが近年確認さ

れなくなった絶滅危惧種等の植生回復を行う 

３）絶滅危惧種を含む保全上の重要な種（以下重要種）の保全と再生 

・重要種の良好なハビタットとなる湿地を創出する 

・重要種の生育に不利な環境変化が確認或いは予測された場合には、新たに

再生された湿地への移植を行う 

４）外来種対策 

・湿地再生のための掘削に際してはセイタカアワダチソウ等の外来植物の地

下茎や土壌シードバンクを除去するように配慮する 

  

２－３ 湿地環境の維持管理 

将来的には洪水の流入による土砂の堆積や植生の遷移・発達等により、場所に

よっては掘削後に湿地環境が失われていく可能性が考えられる。このため、部分

的な掘削・耕起等による人為的な攪乱を行い目標とする湿地環境を維持すること

が必要である。 

また、湿地環境の維持管理にあたっては、掘削による手法だけではなく、ヨシ

焼き、ヨシの活用など地域の伝統文化としての価値を見直すなど植生を利用した

管理についても重要な手法となる。 
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掘削の進捗状況（平成30年度時点）と第2調節池のゾーニングの考え方をふま

えて、今後の掘削計画図を見直した。見直しに際しては、以下の点を考慮して掘

削計画図を作成した。 

 

① 掘削回避エリアは当面の掘削対象範囲から外すが、掘削回避エリアの湿地

環境の悪化が確認された場合には掘削による湿地再生を図る。 
 

② 池の目標創出面積は第 2 調節池全体の約 2 割を引き続き目指し、これまで

の湿地再生の実施状況を踏まえて配置を見直す。 
 

③ 堤防の安全性を確保した上で掘削をすすめるため、保安距離として堤防法

尻から幅 50ｍは掘削しない範囲とする。 
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第４章 順応的管理 

４－１ モニタリング 

湿地再生のための掘削による影響評価をおこなうためにモニタリングを実施す

る。モニタリングについては、科学的かつ効率的、効果的な手法で実施するべく、

有識者等の意見を反映する体制を整え、計画的に実施する。モニタリングの基本

項目、体制について以下のとおりとする。 

（１）モニタリングの基本的項目 

・植物相、動物相調査 

掘削箇所の植生の回復とその遷移状況を調査するとともに、周辺域に

おける植物相調査を行い、掘削による影響を把握する。併せて、その場

を生息基盤とする動物種の状況を把握する。 

・地形変化調査 

掘削後の工事完成図の把握や定期的な航空レーザー測量等の活用によ

り、地形の変化の把握に努める。 

・水位・水質調査 

河川及び地下水の水位・水質を観測するとともに、降雨記録を整理し

湿地環境の維持管理に資する。 

掘削後の地盤標高と地下水位動向を把握することにより、掘削影響に

よる経年的な変化を把握する。 

  

（２）モニタリングの体制 

① 渡良瀬遊水地湿地保全・再生モニタリング委員会の設置 

モニタリング結果を分析し、その結果を順応的管理に適切にフィードバックし

ていくため、平成 22 年 10 月に遊水地の環境等に精通した有識者等から構成され

る「渡良瀬遊水地湿地保全・再生モニタリング委員会」（以下「モニタリング委

員会」）を渡良瀬遊水地湿地保全・再生検討委員会の基に設置する。 
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モニタリング委員会では、基本計画に基づくモニタリング項目の確認（環境変

化に対して適正に評価出来るか）、モニタリング結果の評価（評価項目が予測の

範囲で変化しているか）を行い、その結果を適切に保全再生手法に反映していく。 

 

段階施工の経過や結果によって、基本計画に大きな変更を生じた場合には、渡

良瀬遊水地湿地保全・再生検討委員会に意見を求める。 

 

② 渡良瀬遊水地湿地保全・再生モニタリング委員会の運営状況 

モニタリング委員会は、平成 22 年 10 月より平成 30 年 11 月までの間に 17 回

開催し、調査方法、調査結果、掘削形状などについて意見が交わされてきた。 

 

 

表 1-2 渡良瀬遊水地湿地保全・再生モニタリング委員会メンバー表 
 氏名 所属・役職 委員会 

(学識者等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

青木 章彦 作新学院大学女子短期大学部 教授 第 1－17 回 

一色 安義 渡良瀬遊水地野鳥観察会 会長 第 1－12 回 

関口 明 渡良瀬遊水地野鳥観察会 副会長 第 13－17 回 

大川 秀雄 とちぎ昆虫愛好会 会員 第 1－8 回 

栗原 隆  栃木県立博物館 主任研究員 第 9－17 回 

大和田 真澄 渡良瀬遊水地植物の会 世話人 第 1－17 回 

清水 義彦 群馬大学大学院 教授 第 1－17 回 

高松 健比古 渡良瀬遊水池を守る利根川住民協議会 代表世話

人 

第 1－17 回 

守田 優 芝浦工業大学 教授 第 1－12 回 

佐藤 邦明 埼玉大学 名誉教授 第 13－17 回 
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③ 住民意見の反映 

従来の定期調査型のモニタリングに加え、渡良瀬遊水地を活動の場とするわた

らせ未来基金、渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会、渡良瀬遊水地野鳥観

察会をモニタリング委員会委員として迎え、渡良瀬遊水地の湿地保全・再生に関

する情報・意見を報告してもらい情報共有を行いモニタリング委員会の参考資料

としてきた。 

 

④ 「渡良瀬第2調節池の湿地再生状況と今後の進め方」のとりまとめ 

第２調節池の湿地保全・再生に向けて、試験施工、検証施工の各段階で様々な

湿地再生手法の試験導入、再生状況のモニタリングを実施してきた。これまで得

られた知見を「渡良瀬第 2 調節池の湿地再生状況と今後の進め方」としてとりま

とめた。 

 

⑤ 今後のモニタリング体制 

平成 30 年 11 月の基本計画改定後は、渡良瀬遊水地湿地保全・再生検討委員会

に議論の場を戻し、湿地保全・再生の進め方、具体的な湿地再生の方法、モニタ

リング結果の評価等についても、渡良瀬遊水地湿地保全・再生検討委員会におい

て引き続き実施していく。 

 

４－２ 順応的管理の考え方 

掘削により地下水位が変化し、これに影響される動植物の保全・再生のメカニ

ズムは複雑であり、当初想定した通りの結果は得られないことを念頭におく必要

がある。このため、モニタリングにより掘削の影響を評価するとともに、環境学

習等を通じて得られた情報も参考にして、掘削方法、掘削順位、掘削範囲を変更

するなど順応的な対応を図る。また、重要種の生育環境の一部では外来種の侵入

が著しく、外来種の駆除や重要種の移植等による重要種の保全手法を引き続き検

討する。 

 

   

図 4-1 重要種の生育地におけるセイタカアワダチソウ等の駆除実施例 
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（１）試験施工の実施状況 

過年度の現地実験等で得られた知見やモニタリング委員会の意見を踏まえなが

ら、平成22年度～平成25年度の期間に以下の掘削地で試験施工を行い、平成28年

度までモニタリングを実施した。 

 

 

① 水位安定型実験地（平成25年度完成、モニタリング期間：平成26～28年度） 

・地下水を水源とする水位の安定した（洪水攪乱の影響が少ない）、貧栄養な水

質の実験地において、シードバンクや外部からの飛来、鳥等の持ち込んだ種子

による水辺植生の成立、開放水面下における水生植物再生の可能性についてモ

ニタリングを行った。水際において抽水植物のヨシやヒメガマ、サンカクイ、

浮葉植物のヒシを確認した。 

 

② 水位変動型実験地（平成23年度完成、モニタリング期間：平成23～27年度） 

・シードバンクや外部からの飛来、鳥等が持ち込んだ種子以外に、河川洪水の攪

乱による種子の持ち込みや冠水等による撹乱影響の把握、掘削初期におけるヤ

ナギ類の侵入や乾燥した環境を好む外来種（セイタカアワダチソウ等）の冠水

による抑制の可能性等についてモニタリングを行った。攪乱が持続する環境が

創出され、裸地や一年性草本群落が優占する環境が創出できた。 

 

③、④ 環境学習フィールド 

（環境学習フィールド(1)：平成22年度完成、モニタリング期間：平成22～28年度） 

（環境学習フィールド(2)：平成24年度完成、モニタリング期間：平成24～27年度） 

・環境学習・地域連携の場として、一般市民や子供達が自由な発想で活用できる

変化に富んだ地形、自然環境の多様なフィールドを創出した。完成後は市民団

体や一般市民による環境調査、環境管理が行われている。 

 

⑤ 湿潤環境形成実験地(1) 

（平成25年度完成、モニタリング期間：平成26～28年度） 

・水位安定型実験地から連続するように平均地下水位に沿った掘削を行い、湿潤

環境を積極的に再生する手法を検討するための実験地を設けた。この実験地で

は、実際の施工を想定し地下水や雨水による小さな池沼が点在した湿原の再生

とそこに生活する小動物をモニタリングした。表層地下水深度の浅い湿潤な環

境を創出でき、湿地性植物の定着が見られた。また小さな池沼はカエル類の産

卵環境となった。 
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（２）検証施工の実施状況 

過年度の現地実験等で得られた知見やモニタリング委員会の意見を踏まえなが

ら、平成25年度～平成29年度の期間に以下の掘削地で検証施工を行い、平成31年

度までモニタリングを実施予定である。 

  

① 湿潤環境形成実験地(2) 

（平成26年度完成、モニタリング期間：平成26～28年度） 

・池内水路から独立した水位の安定した池を造成し、水生植物の再生状況をモニ

タリングした。また掘削深に変化をつけ、多様な水辺環境の成立や冠水頻度の

高い場所における外来植物・ヤナギ類の侵入防止の可能性についても検証し

た。水位の安定した池が創出され、水深に応じて沈水植物のイヌタヌキモや抽

水植物のヒメガマなど多様な植物が再生した。 

 

② ヨシ原再生実験地（平成26年度完成、モニタリング期間：平成26～28年度） 

・ヨシ原の再生手法を試行し、効果的な手法を検討するための実験地とした。ヨ

シ根系の移植実験を行い、ヨシ原が再生することを確認した。 

 

③ 環境学習フィールド 

（環境学習フィールド(3)：平成26年度完成、モニタリング期間：平成27～28年度） 

（環境学習フィールド(3)拡張部-1：平成28年度完成、モニタリング期間：平成29～

30年度） 

（環境学習フィールド(3)拡張部-2：平成29年度完成、モニタリング期間：平成30～

31年度） 

（環境学習フィールド(4)：平成29年度完成、モニタリング期間：平成30～31年度） 

・池や湿地帯などの多様な湿地環境を配置した環境学習フィールドを堤防沿い

に造成し、利便性や安全性の向上を図った。環境学習フィールド(3)および環

境学習フィールド(3)拡張部-1について、堤防沿いに造成したことでアクセス

や駐車などの利便性が向上し、市民が工事エリアに立ち入る必要もなく安全面

の課題も解消された。完成後は市民団体や一般市民による環境調査、外来種の

駆除活動等が行われている。 

・環境学習フィールド(3)拡張部-2は、管理上の課題として、人が入りやすくす

るための畦のような足場を整備すること、農機を入りやすくするための大きな

石の除去等の必要性が明らかになった。 
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④ 大型鳥採餌休息環境実験地 

（平成28年度完成、モニタリング期間：平成29～30年度） 

・大型鳥類の休息場所となる広い水面を安定的に確保し、採餌環境として多様な

水辺植生からなる湿地帯の成立の可能性についてモニタリングした。水際に

は、抽水植物のヒメガマやミコシガヤ、沈水植物のイヌタヌキモ、ヒシなどの

多様な植物が再生した。また、大型鳥類の餌生物として、魚類のモツゴやツチ

フキなどが多く確認された。 

 

⑤ 湿潤環境形成実験地(3) 

（平成29年度完成、モニタリング期間：平成30～31年度） 

・人工窪地や階段形状のより良い形状や配置について検討する実験地を設け、水

辺植生の成立、水辺環境を利用する昆虫類の定着状況をモニタリングした。水

際には、抽水植物のミコシガヤ、沈水植物のミズニラなどの植物が再生した。

また、昆虫類として、水際に特有のコガタミズアブ、ミズギワゴミムシ類等の

利用が確認され水際の生息環境が再生した。 

 

⑥ 人為攪乱型実験地（平成29年度完成、モニタリング期間：平成30～31年度） 

・水田のような平坦な地形を造成し、浅い開放水面を耕耘等の管理により撹乱

し、鳥類の採餌環境や攪乱依存植物の生育環境についてモニタリングした。浅

い平坦な水面の造成により人や農機具が入りやすくし、作業の利便性の向上を

図った。 

・常時冠水する場所で表土撒きだしを実施したことによりミクリ、ミズアオイ、

イバラモ、ツツイトモ等の水草の生育が確認された。造成時に使用した土壌

シードバンクから発芽したと考えられ、水草類が発芽できることが明らかと

なった。 

 

（３）よりよい湿地再生手法の検討を行うために設けた調査区の状況 

過年度の現地実験等で得られた知見やモニタリング委員会の意見を踏まえなが

ら、平成25年度～平成31年度の期間に以下の調査区で湿地再生手法の検討を行い、

平成30年度までモニタリングを実施予定である。 

 

① 表土撒きだし調査区 

（平成25年度完成、モニタリング期間：平成26～27年度） 

・セイタカアワダチソウの少ない場所の表土を使用して、スゲ原の再生可能性に

ついてモニタリングした。スゲ類など多様な下層植生を有する湿地が早期に復

元され、ヤナギ類やセイタカアワダチソウの生育を抑制できた。 
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② 水草再生調査区（平成27年度完成、モニタリング期間：平成28年度） 

・水草生育地の底泥を撒きだし、発芽を確認することで、水草の生育可能な水質

か確認を行った。沈水植物の生育が確認され、第2調節池の池は発芽できる環

境であることが明らかになった。 

 

③ スゲ原再生調査区 

・スゲ原の表土を利用して、表土の採取、撒きだし方法の違いによるスゲ原の再

生状況の違いについてモニタリングした。表土の撒きだし厚さによるスゲ類の

生育状況の差異は確認されなかったが、表土の採取の深さでは20cm以浅でスゲ

類が多く再生することが明らかとなった。 

 

④ ヤナギ林焼失調査区 

・刈ったヨシをヤナギ林の林床に敷き均し、人為的に延焼を促進させることによ

るヤナギ林の拡大抑制の可能性をモニタリングした。調査区では敷き均したヨ

シが燃えることで生育するヤナギ類の主幹が高い割り合いで枯死することが確

認された。 

 

⑤ ヨシズのためのヨシ刈り調査区 

・ヨシ刈りの実施の有無によるヨシの成長の違いについてモニタリングした。ヨ

シ刈りの有無によるヨシの高さ、根元直径に違いは確認されなかった。 

 

⑥ ヨシズのためのヨシ焼き調査区 

・ヨシ焼きの実施の有無によるヨシの成長の違いについてモニタリングした。ヨ

シ焼きを実施した調査区では3区画のうち2区画でヨシの平均高が高くなった

が、ヨシ焼きを実施しない調査区では3区画全てでヨシの平均高が低くなった

ことから、ヨシ焼きの実施がヨシの成長を促進している可能性が示唆された。 
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（４）今後の掘削による湿地再生の進め方 

検証施工に際しては、実際のセイタカアワダチソウの繁茂状況や地域のニーズ

を踏まえて掘削順位と掘削範囲を定め、検証施工が進められてきた。 

今後はこれまで得られた知見をとりまとめた「渡良瀬第2調節池の湿地再生状

況と今後の進め方」に沿って引き続き掘削により湿地再生を図ることとする。 

湿地再生の際の施工順位の考え方を以下のとおり設定する。 

 

  【施工順位の考え方】 

① セイタカアワダチソウ等が多く生育している場所（※）を優先して

施工する。 

② 環境の急激な変化や順応的管理のための時間を考慮し、連続した近

接施工を避ける。 

③ 現況を保全する地区においても、セイタカアワダチソウ等が多く生

育している場所があるため、今後の湿地保全・再生に影響を及ぼす

場合は、必要に応じて順応的に計画を見直す。 

④ 掘削回避エリアは当面の掘削対象範囲から外すが、湿地環境の悪化

が確認された場合には掘削により湿地再生を図る。 

⑤ 既設の曝気ヤードは今後も有効活用する。既にセイタカアワダチソ

ウが排除されていることなどの理由から、施工順位を後に回す。 

 

※セイタカアワダチソウの生育状況について 

基本計画策定後、現地調査によって実際に生育しているセイ

タカアワダチソウの分布状況を把握している。この分布状況を

踏まえて優先的に掘削する範囲を設定する。 
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第５章 参加と連携 

５－１ 学術調査の場としての活用 

 

渡良瀬遊水地という日本有数の広大な湿地の中で、掘削により外来種の増殖抑

制と重要種の保全・再生を行い、生物多様性を育もうとする本事業は、量質の面

でこれまでに例のない壮大な社会実験といってもよい。そこで、科学的で順応的

な湿地保全・再生にふさわしい仮説・検証型のモニタリングを進める。また、研

究者や市民団体の提案により学術調査を行うフィールドとしても公開する。 

その際に研究者や市民団体は事業者の協力のもと自身の研究を深化させるとと

もに、事業者はその成果についてモニタリング委員会を通じて本事業に反映させ

る。なお、学術調査テーマや研究者や市民団体の選定については、モニタリング

委員会の助言を得る。 

環境学習フィールド等では、これまでわたらせ未来基金、渡良瀬遊水池を守る

利根川流域住民協議会、渡良瀬遊水地野鳥観察会などの市民団体によって生物調

査が行われ、その成果はモニタリング委員会で情報共有されている。 

 

５－２ 環境学習・地域連携の場としての活用 

 

渡良瀬遊水地が有する生物多様性を育む湿地環境そのものと、谷中村の廃村な

ど遊水地固有の歴史・文化もあわせて貴重な地域資源として捉え、住民、市民団

体、関係市町等の地域が連携して、環境学習等への活用を図る。 

例えば、環境学習フィールドにおいて小学校の総合学習カリキュラムへの里親

制度の導入、地域の方も参画する外来種の駆除、住民参加型モニタリング（普段

の散策で見た風景、環境の変化などを報告してもらう）等を進める。 

これまで小山市が中心となり外来種セイタカアワダチソウや湿地再生の障害と

なっているヤナギ類の駆除活動が活発に行われている他、絶滅危惧種ノジトラノ

オを保全するための外来種の駆除活動が栃木市によって主催されている。特に環

境学習フィールド（1）では、わたらせ未来基金により長期にわたりセイタカア

ワダチソウやヤナギ類の駆除活動が行われており、ヨシ原やオギ原が再生しつつ

ある。 

人為撹乱型実験地では、わたらせ未来基金及び市が中心となって、耕起作業や

植物、魚類等の生物の生息状況調査を実施している。 
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図 5-1 市民によるヤナギ類、セイタカアワダチソウの駆除活動例 

 

また、渡良瀬遊水地が平成24年7月にラムサール条約湿地に登録されたことも

考慮し、「水と緑のネットワーク」の一拠点として、多様な魅力を持つ湿地とす

るとともに、将来はトキやコウノトリが舞うような魅力的な地域づくりの一助と

なるよう関係者と協働・連携を強めていく。 

 


